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○長泉町起業・創業支援事業費補助金交付要綱 

令和元年10月24日告示第41号 

改正 

令和５年３月23日告示第66号 

令和６年３月29日告示第47―２号 

令和８年３月27日告示第58号 

長泉町起業・創業支援事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、町の区域内において起業・創業（第二創業を含む。）する者に対し、

予算の範囲内において町が必要な補助金を交付することにより、新たな需要及び雇用の

創出を促進し、もって町の産業の振興及び活性化を図ることを目的とし、その交付に関

しては、長泉町補助金等交付規則（昭和54年長泉町規則第10号）及びこの要綱の定める

ところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 新たに起業・創業する者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア これから起業・創業する者であって、補助金の交付申請をしようとする当該年度

の末日までの間に個人開業又は会社の設立を行い、その代表となるもの 

イ 起業・創業の日から５年未満である個人事業主又は会社の代表者 

(2) 第二創業を行う者 個人事業主又は会社の代表者であって、統計法第28条の規定

に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件（令和５年総務省告示第256

号）に定める日本標準産業分類の小分類を越えた業態転換、新事業進出又は新分野進

出を行うもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 事業承継後５年未満の者 

イ 補助金の交付申請をしようとする当該年度の末日までの間に事業承継を行う予定

の者 

(3) 個人事業主 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中

小企業者に該当する個人をいう。 

(4) 会社 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者であって、かつ、会社
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法（平成17年法律第86号）第２条第１号に掲げる会社をいう。 

(5) 起業・創業の日 個人事業主にあっては開業の日を、会社にあっては会社設立の

日をいう。 

(6) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。 

(7) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法（平成25年法律第98号）の規定により認

定された長泉町創業支援等事業計画に位置付けられた認定連携創業支援等事業者が実

施する事業をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、特定創業支援等事業の支援を受け、町内におい

て新たに起業・創業する者又は第二創業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当

するものとする。 

(1) 既に納期の到来した町税等を完納していること。 

(2) 町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨

時の店舗を除く。 

(3) 補助金の交付を受けようとする者がこの要綱に基づく補助金の交付を受けていな

いこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象とはしない。 

(1) 国、県又は町が助成する他の制度（補助金、委託金、公的医療保険若しくは介護

保険による診療報酬その他国、県又は町が助成するもの）と同一又は類似する内容の

事業を営む者並びに賃貸事業を営む者 

（2）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）によ

り規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与える事業を営

む者 

(3) 第三者が営んでいた事業を承継して行う事業を営む者 

(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者 

(5) その他町長が適当でないと認める事業を営む者 

（補助対象経費等） 

第４条 補助の対象となる経費は、起業・創業に係る経費（既に起業・創業している者に

あっては、事業計画書に基づく事業に係る経費。以下この条において「経費」とい

う。）であって、次に掲げるものとする。 
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(1) 起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 

(2) 法人設立時の登記に要する経費 

(3) 本事業の用に供する建物の新築、増改築、修繕等に要する直接工事費 

(4) 設備又は備品の購入費（事業でのみ使用するもので、 10万円以上のものに限

る。） 

(5) マーケティング調査に要する経費 

(6) 依頼した専門家等に支払う経費 

(7) ホームページ、チラシ等の作成に要する経費 

２ 補助金の額は、補助対象経費から当該補助金以外の補助金を差し引いた額とし、以下

の表のとおりとする。ただし、前項第５号、第６号及び第７号に規定する経費の合計額

は補助限度額の４分の１以内とし、当該経費のみの補助金の交付申請はできないものと

する。 

起業・創業する区域と施設 補助対象者の種別 補助率 
補助限度

額 

１ 長泉町立地適正化計画に規定

する都市機能誘導区域と誘導施

設のうち、下土狩駅周辺中心拠

点区域若しくは長泉なめり駅周

辺地域拠点区域に、小売業又は

サービス業を営む店舗、長泉町

の特産品を取り扱う店舗若しく

は飲食施設を起業・創業する場

合、又は池田柊線沿道拠点区域

に、飲食施設を起業・創業する

場合 

(１) 特定創業支援等

事業のうち、経営・

財務・人材育成・販

路開拓の各事業につ

いて、継続的に４回

以上、かつ１か月以

上支援を受け、適切

な事業計画を有して

いる者 

３分の２以

内 

200万円 

(２) (１)以外の者 ２分の１以

内 

100万円 

２ １以外の区域に起業・創業す

る場合 

(３) (１)に規定する

者 

２分の１以

内 

100万円 
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(４) (３)以外の者 ３分の１以

内 

50万円 

３ 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨

てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、町長が定

める期日までに、長泉町起業・創業支援事業費補助金交付申請書（様式第１号。以下

「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 町税等の納付状況を確認できる書類 

(4) 個人事業の開廃業等届出書の写し（個人事業主で既に開業している場合に限

る。） 

(5) 登記事項証明書の写し（法人で既に登記を済ませている場合に限る。） 

(6) 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合

に限る。） 

(7) 補助対象経費の内容を説明する書類 

(8) 長泉町特定創業支援等事業により支援を受けたことのある証明書（様式第４号）

の写し又は長泉町特定創業支援等事業により支援を受けたことの確認書（様式第５

号）（第４条第２項の表(１)に規定する者で、既に証明書又は確認書を取得している

場合に限る。） 

(9) 誓約書（様式第５号の２） 

(10) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、第５条の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、必要に

応じて現地調査等を行い、補助金交付の可否を決定し、長泉町起業・創業支援事業費補

助金交付決定通知書（様式第６号）により交付申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

（変更承認申請） 
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第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、補助金の交付

決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更又は補助事業に要する経

費の20パーセントを超える額を変更しようとするときは、長泉町起業・創業支援事業費

補助金事業変更等承認申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えてあらかじめ町長

に提出しなければならない。 

(1) 変更事業計画書（様式第２号） 

(2) 変更収支予算書（様式第３号） 

(3) 町税等の納付状況を確認できる書類 

(4) 個人事業の開廃業等届出書の写し（個人事業主で既に開業している場合に限

る。） 

(5) 登記事項証明書の写し（法人で既に登記を済ませている場合に限る。） 

(6) 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合

に限る。） 

(7) 補助対象経費の内容を説明する書類 

(8) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ適否を決定し、

長泉町起業・創業支援事業費補助金事業変更等承認通知書（様式第８号）により交付決

定者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の承認に際して、必要な条件を付すことができる。 

（実績報告） 

第８条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該年度の末日までに長泉町起業・

創業支援事業費補助金実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類等を添えて、町長に

報告しなければならない。 

(1) 事業報告書（様式第10号） 

(2) 収支決算書（様式第３号） 

(3) 事業に係る経費の支払いを証明する書類 

(4) 登記事項証明書（法人で交付申請時に町内に法人登記していない場合に限る。） 

(5) 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得して

いない場合に限る。） 

(6) 長泉町特定創業支援等事業により支援を受けたことのある証明書の写し又は長泉
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町特定創業支援等事業により支援を受けたことの確認書（第４条第２項の表(１)に規

定する者で、交付申請時に取得していない場合に限る。） 

(7) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長泉

町起業・創業支援事業費補助金交付確定通知書（様式第11号）により交付決定者に通知

するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第10条 交付決定者は、長泉町起業・創業支援事業費補助金請求書（概算払請求書）（様

式第12号）により町長へ補助金を請求するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、補助金を交付す

るものとする。 

（概算払） 

第11条 申請者は、補助対象事業の完了前に補助金の概算払を受けようとするときは、交

付申請書に資金状況調べ（様式第13号）を添付して、町長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、長泉町起業・創業支援事業費

補助金請求書（概算払請求書）を町長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定により補助金の概算払を受けたときは、補助対象事業の完了後精算する

ものとする。 

（交付決定又は確定の取消し） 

第12条 町長は、補助金の交付決定又は確定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した

場合は、補助金の交付決定若しくは確定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。 

(3) 補助事業の完了した日の翌日から起算して、１年以内に廃業又は町外へ移転した

とき。 

（補助金の返還） 

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定又は確定を取り消した場合において、
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補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を

定めてその返還を命じるものとする。 

２ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額報告書（様式第14号）により速やかに町長に報告しなければならない。なお、町

長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一

部を町に納付させることがある。 

（取得資産の管理及び処分） 

第14条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効果の増した資産（減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に規定する資産。以下「取得資

産」という。）を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５

年間は、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、当該取得資産の耐

用年数を経過しているときは、この限りでない。 

２ 町長は、交付決定者が当該取得資産を処分することにより収入がある又は見込まれる

場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。 

（報告） 

第15条 交付決定者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して

５年間は、毎年３月末日までに長泉町起業・創業支援事業費補助金状況報告書（様式第

15号）を町長に提出しなければならない。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示により補助

金の交付を受けた補助事業に関しては、第12条から第15条までの規定は、同日以後もな

おその効力を有する。 

附 則（令和５年３月23日告示第66号） 
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この告示は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は公示の

日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日告示第47―２号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月27日告示第58号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 


